
 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
 

狂犬病予防注射・混合ワクチンの実施について 

福祉課住民係 
 

令和 6 年度狂犬病予防注射を下記のとおり実施いたしますので、必ず受けていただきま

すようお願いいたします。利尻富士町に犬の登録をされている方には、詳しい日程表を後

日個別に送付いたしますが、登録されていない方には日程表が送付されませんので、至急

役場にて登録の手続きをされますようお願いいたします。 
 

狂犬病予防注射実施日    令和 6 年 6 月 8 日（土） 

※ すでに犬の登録をされている方には、会場及び時間帯の通知を後日郵送いたしますので、

そちらをご確認ください。 

※ 生後 90 日以下の犬は予防注射を受けられませんのでご了承下さい。 
 

狂犬病予防注射・畜犬登録料金 

 
 

 

 

各届出事項  
 

○犬を新たに飼ったとき【新規登録】 

  飼った日から 30 日以内に役場にて登録願います。（登録料 3,000 円） 

  なお、「血統書」がある場合は持参願います。 
 

○飼い犬が死亡したとき【死亡届】 

  死亡した日から 30 日以内に役場に届出願います。 
 

○飼い主が変わったとき【変更届】 

  町内の場合～変わった日から 30 日以内に役場に届出願います。 

  町外の場合～変わった日から 30 日以内に新しい飼い主の住所地を役場に届出願います。 
 

○飼い主の住所・飼い犬の所在地が変わったとき【変更届】 

  変わった日から 30 日以内に新住所地の役場に届出願います。 
 

犬猫混合ワクチン実施日   令和 ６ 年 6 月 23 日（日）  

            総合交流促進施設りぷら前 13：30～15：30 
 

※ワクチンを希望される方は 6 月１４日(金)までに福祉課にお電話下さい。 

TEL：０１６３-82-1113(直通) 

犬猫混合ワクチン料金 

 

 
 
 

区  分 登録料金(１頭) 
注射料金

(１頭) 
計 

新規登録飼育者 3,000 円 3,240 円 6,240円 

登録済飼育者 － 3,240 円 3,240円 

― 猫３種 犬５種 犬６種 犬 8 種 

注射料金 5,500 円 実施なし 6,500 円 8,500 円 

利尻富士町役場 
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※つり銭のないよう料金をご持参下さい。 



フェリーに積載した自動車航送料を助成しています  

産業振興課水産港政係 
 

利尻富士町フェリー積載自動車航送料助成金募集要領 
 

原油価格や物価高騰により厳しい環境に置かれた生活者の消費を下支えするため、利尻富

士町民が、フェリーに自家用自動車を積載し、北海道本土とを往復する必要が生じた場合、

予算の範囲内において自動車航送料の往復運賃の一部を助成いたします。 

【対 象 者】 利尻富士町民（自家用自動車をフェリーに積載する運転者） 

【支援内容】 鴛泊港を起点とした自家用自動車の稚内往復運賃のうち、別表に定める額を

対象経費とし、その半額を助成します。 

利用 

区分 

３ｍ未満 ４ｍ未満 ５ｍ未満 ６ｍ未満 

往路 復路 往路 復路 往路 復路 往路 復路 

５月 9,580 円 9,580 円 12,550円 12,550 円 15,870円 15,870 円 19,890円 19,890円 

６月～ 

８月 
11,630 円 11,630円 15,240円 15,240 円 19,270円 19,270 円 24,150円 24,150円 

９月～ 9,580 円 9,580 円 12,550円 12,550円 15,870円 15,870 円 19,890円 19,890円 

【事業期間】 『令和６年５月１３日鴛泊港出発
．．

から９月３０日鴛泊港到着
．．

まで』 

【支援条件】 ・使用車両は利尻富士町民（個人又は会社）が所有又は使用する自家用自動

車とする。 

・鴛泊港を起点に原則３０日以内で北海道本土とを往復すること。 

（稚内起点の利尻への往復又は離島間の往復は対象外とします。） 

・適用する車両は６ｍ未満までの定員２名以上の普通自動車及び小型自動車、

軽トラックを含む軽自動車に限ります。（その他トラック・バス・バイク・

自転車・レンタカー等は対象外） 

※基本的にはハートランドフェリー(株)の離島住民に対する自家用自動車の

自動車航送運賃の割引適用者が支援対象となりますが、会社名義の車両（営

業用以外）についても支援の対象としております。 

※３０日以内の往復を予定していたが、通院、看護、介護等の理由でやむを

得ず延長となる場合は対象とします。（当初から３０日を超える往復の場合

は対象外とします。） 

【申請方法】 

（１）ハートランドフェリーに往復で予約し、予約番号をお控え願います。 

（２）電話等により水産港政係へ申込み願います。申込みは、①住所・氏名・電話番号、 

②出発日、③帰島予定日、④車両の長さ、⑤往復の予約番号を伝えることで申込完了

となります。  

（３）今年より申請書の送付はしませんので、申請書様式は役場窓口か鬼脇支所、海の駅お

しどまり観光案内所窓口に配備したものをご利用ください。 

（４）帰島後２週間以内に助成申請書に往復の自動車航送券を貼り、自動車運転免許証・自

動車検査証・指定口座の写しを添付し提出願います。 

（５）申請書を審査し、適当と認めた場合、指定口座に振り込み致します。 

問合せ先：役場産業振興課水産港政係（TEL：82-1350、FAX：82-1373） 



一定面積以上の土地取引には届け出が必要です 

企画政策課 
 

土地の売買・賃貸・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合

には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届け出が必要です。 

 

【対象となる面積】 

① 市街化区域           ２千㎡以上 

② 市街化区域以外の都市計画区域内 ５千㎡以上 

③ 都市計画区域外         １万㎡以上 

※利尻富士町では③のみ該当となります。 

 他の市町村で取引をする場合は土地が所在する市町村にご確認ください。 
 

【届出者】 

 ・土地の権利取得者（買主等） 
 

【届出期限】 

 ・契約締結日から２週間以内 

   ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。 
 

【提出書類】 各３部 

 ・土地売買等届出書 

 ・土地売買等契約書の写し 

 ・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図 

 ・土地及びその付近の状況を明らかにした５千分の１以上の図面 

 ・土地の形状を明らかにした図面 

 ・委任状（代理人が届出する場合） 
 

【罰則】 

 届出をしないと法律で罰せられることがあります。 
 

【届出・問合せ先】 

 企画政策課企画調整係 TEL：０１６３－８２－２８５０ 

 

優良運転者更新時講習のお知らせ 
 

■優良運転者更新時講習 
 
６月 ６日（木）  鬼脇公民館 
７月  ２日（火） 仙法志公民館 

 
＊受付は、午後５時から午後５時３０分まで 

＊講習時間は、午後５時３０分から午後６時までとなっております。 

＊時間等お間違えのないよう、必ず受講しましょう。 
 
       受講する前に、沓形駐在所で更新手続をしましょう！ 

毎週月・木の午前９時から午後４時まで行っています！ 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまのご家庭にある「ＩＰ告知端末機」を使った 

全国一斉情報伝達訓練を実施します！ 

訓 練 放 送：令和６年５月２２日（水） 午前１１時００分頃 

 

 利尻富士町では、地震・津波災害やミサイル等による武力攻撃などの発生時に、全国瞬時

警報システム（Ｊアラート）で送られる国からの緊急情報を、確実に皆様へお伝えできる

よう、町内の「屋外スピーカー」とご家庭に設置の「IP 告知端末機」からの情報伝達訓練

を行います。この情報伝達訓練は、毎年全国で一斉に行われている訓練ですので、試験放

送にご協力ください。 

利尻富士町で当日実施する訓練は次のとおりです。 

情報伝達手段 内  容 

ＩＰ告知端末機 

 

 

屋外スピーカー 

各家庭に設置してあるＩＰ告知端末機及び各地区の屋外スピーカーから、

次の放送内容が一斉に放送されます。 

①  チャイム 

② 「これは、Jアラートのテストです。」 

③  放送画面が２０分間表示 
※ この放送は最大音量で放送されますのでご注意下さい。 

※ 放送内容が異なることがありますのでご了承ください。 

注意・災害等とお間違えないようご注意願います。 

・試験放送の中止や内容変更を行う場合があります。 

【お問い合わせ先】 

利尻富士町企画政策課 TEL：0163-82-2850 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

            
下記の日程にて、「人権擁護特設相談所」を開設します。 
女性・子ども・高齢者等をめぐる人権の問題や近隣とのトラブルなど、身近なことで困

っていることはありませんか。わが街の人権擁護委員が、皆さんとともに問題解決のため
の方法を考えます。難しい手続きもありませんし、相談は無料です。相談内容についての
秘密は堅く守られますので、どうぞお気軽にお越しください。 
 

〇 日  時  令和６年６月４日（火） 午前１０時から午後３時まで    
 

〇 場  所  利尻富士町総合交流促進施設『りぷら』交流室 
 

〇 人権擁護相談員  佐 藤 千恵子 （鴛泊字栄町） 

味 噌 律 子 （鬼脇字鬼脇）  

※令和５年４月１日付で法務大臣より委嘱(再任)されましたので、お知らせいたします。 

     〈上記に関するお問合せ…総務課総務係 TEL：0163-82-1112…〉 
 

６月１日は「人権擁護委員の日」 
全国一斉「人権擁護委員の日」特設相談所開設 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 



 

     利尻富士町広報紙 
 

お知らせ『りしり富士』  
利尻富士町地球温暖化対策実行計画〈区域施策編〉【概要版】の配付について 

企画政策課 

 

利尻富⼠町は、２０２３（令和５）年３⽉に利尻町・礼⽂町との３町により「ゼロカーボ
ンシティ宣⾔」を共同宣⾔し、２０５０年までに⼆酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「ゼ
ロカーボンシティ」を⽬指して、脱炭素社会の実現に向け主体的に取り組んでいくこととし
ております。  
このたび、その主体的な取り組みを具体化するため、地域の自然的・社会的条件に応じて

温室効果ガスの排出抑制等を推進するための総合的な計画である『利尻富士町地球温暖化対
策実行計画』を策定しましたので、概要版について配布いたします。 
 
＜計画の公表先＞ https://www.town.rishirifuji.hokkaido.jp/rishirifuji/1583.htm 
 
＜お問い合わせ先＞ 利尻富⼠町企画政策課 

TEL：0163-82-2580（直通） 
E-mail  kikaku@town.rishirifuji.hokkaido.jp 

 

 

 

～弁護士が無料での相談を実施します～ 

主催：旭川弁護士会 

  ◆日時 ：令和６年５月２４日(金曜日) 午前９時～１１時３０分（お一人３０分） 

◆場所 ：利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」（交流室） 

◆ご予約・お問い合せ・担当弁護士 

：稚内ひまわり基金法律事務所 池田 慎介（旭川弁護士会所属） 

             TEL：０１６２-２４-７９００ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 

◆相談例 ：借金問題 離婚問題 相続に関する問題 交通事故 労災 刑事事件 悪徳

商法 ご近所トラブル 賃貸借（土地・アパート・マンションなど）その他 

            ～ 相談料は無料ですので、お気軽にご利用ください。～ 

   ※利尻町においても実施しますので、都合の悪い方はこちらに来ていただくことも可能です。 

・日時 場所 ５月２４日（金） １３時～１５時３０分 利尻町交流促進施設どんと 

＊＊名寄公証役場公証人による無料相談会も同日開催です＊＊ 

法務大臣から任命された公証人が、次のような相談に無料で応じます。 

    ・遺言のほか、老後のための任意後見など 

    ・離婚する際の慰謝料、養育費、年金分割など 

  ※ご予約・お問い合せ：名寄公証役場公証人 TEL/FAX：０１６５４-３-３１３１ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください 

無料法律相談会のお知らせ 

利尻富士町役場 
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